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「
民
之
父
母
」

）
で
示
し
た
。

〔
凡
例
〕

・
文
字
は
全
て
新
字
体
に
改
め
た
。

•
独
立
し
た
引
用
や
本
文
中
の
引
用
文
の
文
章
記
号
に
つ
い

て
は
、
林
氏
の
原
稿
に
従
っ
た
。
訳
者
が
書
き
下
し
た
箇

所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
改
め
た
。

・
訳
者
注
に
つ
い
て
は
、
（
訳
者
注
…

上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
の
公
開
は
、
中
国
古
代
思
想
研
究

に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
楚
簡
群
と
郭
店
楚

簡
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
古
代
思
想
に
お
け
る
〈
心
性
論
〉

に
お
け
る

中
国
研
究
集
刊
騰
号
（
総
36
号
）
平
成
十
六
年
十
二
月
九
八
ー

〈
五
至
〉

頁

の
よ
り
深
い
考
察
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
伝
世
文
献
と
の
比
較
検

討
に
よ
っ
て
、
〈
焚
書
〉
以
前
の
学
術
活
動
を
知
る
こ
と
も
可
能
と

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
楚
簡
群
は
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
中
で
も
「
民
之
父
母
」
は
、
古
代
儒
家
思
想
の

展
開
を
研
究
す
る
上
で
大
変
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

「
民
之
父
母
」
の
〈
五
至
〉
に
つ
い
て
従
来
と
は
異
な
る
視
点
か

ら
考
察
す
る
。
古
代
儒
家
思
想
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ

る。

「
民
之
父
母
」
の
内
容
は
、
伝
世
文
献
の
『
礼
記
』
孔
子
間
居

篇
、
『
孔
子
家
語
』
論
礼
篇
と
ほ
ぼ
類
似
す
る
。
部
分
的
な
文
字
の

異
同
は
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
伝
世
文
献
は
後
儒
の
偽
作
で
は
な

に
つ
い
て

林

啓

屏

（
上
野
洋
子
訳
）
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く
、
先
秦
の
旧
籍
に
由
来
す
る
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
文
字

の
異
同
と
い
う
問
題
は
、
伝
世
文
献
の
由
来
に
影
聾
こ
そ
し
な
い

が
、
〈
解
釈
〉
面
、
ひ
い
て
は
古
代
中
国
思
想
の
展
開
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
認
識
に
も
影
響
す
る
と
い
う
点
で
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
、
「
民
之
父
母
」
を
〈
文
字
〉
解
釈
の
相
違
と
い
う
点

か
ら
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

「
民
之
父
母
」
は
、
主
に
〈
民
の
父
母
〉
の
意
味
を
問
う
子
夏

の
質
問
に
、
孔
子
が
〈
五
至
三
無
〉
で
も
っ
て
答
え
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
孔
子
の
論
が
〈
五
至
〉
の
内
容
に
及
ぶ
と
、
あ

る
語
に
つ
い
て
伝
世
文
献
と
異
な
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
考
釈
者

の
喉
茅
左
氏
に
よ
れ
ば
、
簡
文
は
次
の
よ
う
に
な
る
（
注
l
)
0

子
琶
（
夏
）
日
・
・
「
敢
徊
（
問
）
可
（
何
）
胃
（
謂
）
『
五
至
』
？
」

孔
＝
（
孔
子
）
日
：
「
『
五
至
』
虚
（
乎
）
，
勿
（
志
）
之
所

至
者
，
志
（
詩
）
亦
至
安
（
焉
）
；
志
（
詩
）
之
所
至
者
，
豊

（
礼
）
亦
至
安
（
焉
）
；
豊
（
礼
）
之
所
至
者
，
楽
亦
至
安
（
焉
）

；
楽
之
所
至
者
，

i

愁
（
哀
）
亦
至
安
（
焉
）
，
忍
（
哀
）
楽
相

生
。
君
子
以
正
，
此
之
胃
（
謂
）
『
五
至
』
。
」

こ
こ
の
〈
勿
〉
と
い
う
字
に
つ
い
て
、
液
氏
は
〈
志
〉
の
誤
写
と

す
る
。
氏
は
ま
た
〈
物
〉
と
読
ん
で
も
通
じ
る
と
す
る
が
、
「
民
之

父
母
」
の
文
脈
か
ら
、
〈
勿
〉
字
を
〈
志
〉
に
改
め
て
い
る
（
注
2
)
0

氏
の
こ
う
し
た
改
字
は
、
『
礼
記
』
孔
子
開
居
篇
と
『
孔
子
家
語
』

論
礼
篇
と
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
篇
の
伝
世

文
献
は
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
異
同
が
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

『
礼
記
』
孔
子
間
居
篇
の
み
を
取
り
上
げ
、
「
民
之
父
母
」
の
文
字

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
孔
子
間
居
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

（注
3
)
0子

夏
日
：
「
『
民
之
父
母
』
，
既
得
而
闇
之
突
，
敢
問
何
謂
『
五

至
』
？
」
孔
子
曰
、
「
志
之
所
至
，
詩
亦
至
焉
；
詩
之
所
至
，

礼
亦
至
焉
。
礼
之
所
至
，
楽
亦
至
焉
；
楽
之
所
至
，
哀
亦
至

哀
楽
相
生
。
」

孔
子
間
居
篇
の
こ
の
段
で
は
、
〈
五
至
〉
の
冒
頭
が
〈
志
〉
で
あ
る

の
に
対
し
、
「
民
之
父
母
」
で
は
、
〈
勿
〉
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
膜
氏
が
こ
の
〈
勿
〉
を
伝
世
文
献
に
よ
り
〈
志
〉
と
改
め
た

の
は
、
合
理
的
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
に
対
し

て
別
の
視
点
か
ら
分
析
を
行
い
、
ま
た
〈
勿
〉
を
〈
志
〉
字
と
解

釈
す
る
の
は
必
ず
し
も
合
理
的
で
は
な
い
と
す
る
異
論
も
提
出
さ

れ
て
い
る
。
季
旭
昇
氏
は
、
伝
世
文
献
の
文
字
が
誤
り
で
あ
ろ
う

と
し
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
勿
〉
字
は
〈
物
〉
字
に
解
釈
す
べ
き
で

あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
す
。
季
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
注
4
)
0

(99) 



〈
志
〉
と
〈
詩
〉
と
は
同
音
で
、
ま
た
郭
店
楚
簡
中
の
〈
詩
〉

は
、
〈
寺
〉
〈
時
〉
〈
詩
〉
な
ど
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
全
て
〈
之
〉
の
音
に
従
う
。
故
に
、
『
礼
記
』
孔
子
間
居

篇
、
『
孔
子
家
語
』
論
礼
篇
で
は
、
原
簡
に
お
け
る
第
二
の
〈
至
〉

で
あ
る
〈
志
〉
を
、
誤
っ
て
〈
詩
〉
、
即
ち
「
詩
は
志
を
言
う
」

も
の
と
安
易
に
理
解
し
た
。
そ
の
た
め
、
更
に
簡
文
の
第
一

の
〈
至
〉
で
あ
る
〈
物
〉
を
〈
志
〉
に
改
め
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
〈
詩
〉
、
〈
礼
〉
、
〈
楽
〉
は
六
経
中
の
三
経
で

あ
る
か
ら
、
読
者
は
〈
志
〉
か
ら
〈
詩
〉
、
〈
礼
〉
、
〈
楽
〉
、
〈
哀
〉

の
四
者
を
安
易
に
導
き
出
し
て
し
ま
い
、
「
民
之
父
母
」
の
こ

の
〈
五
至
〉
が
、
実
は
順
に
段
階
を
踏
む
も
の
と
は
考
え
な

い
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
に
よ
り
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
勿
〉

は
〈
物
〉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

季
氏
の
見
解
は
非
常
に
興
味
深
い
。
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

即
ち
、
伝
世
文
献
は
、
か
つ
て
「
民
之
父
母
」
に
類
似
す
る
古
文

献
に
接
触
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
〈
識
字
〉
の
際
に
は
、
三
経
の
名

を
組
み
込
も
う
と
し
た
た
め
に
、
第
二
の
〈
至
〉
で
あ
る
〈
志
〉

を
〈
詩
〉
と
読
み
誤
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
は
第
一
の
〈
至
〉
で

あ
る
〈
物
〉
を
〈
志
〉
に
改
め
た
と
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る

と
、
「
民
之
父
母
」
の
解
釈
は
、
鄭
注
や
孔
疏
が
解
釈
を
行
う
際
に

直
面
し
た
状
況
と
同
じ
く
困
難
な
も
の
と
な
ろ
う
。
季
氏
は
ま
た
、

鄭
玄
や
孔
穎
達
の
解
釈
も
空
疎
な
説
明
に
す
ぎ
な
い
と
も
述
べ
て

い
る
（
注
5)°

季
氏
の
見
解
以
外
に
も
、
顧
史
考
氏
は
最
近
の
論
考

の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
即
ち
、
仮
に
伝
世
文
献
と

簡
文
と
の
優
劣
問
題
を
問
題
視
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
〈
勿
〉
と

〈
志
〉
は
、
字
形
上
見
誤
る
こ
と
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
膜
氏
の

よ
う
に
厳
密
な
研
究
を
行
う
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
釈
文
は
簡

文
を
基
準
と
し
、
注
釈
に
お
い
て
も
、
伝
世
文
献
と
簡
文
と
の
異

同
を
説
明
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
（
注
6)°

つ
ま
り
膜
氏

は
、
「
民
之
父
母
」
の
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
際
、
伝
世
文
献
の
〈
権
威

性
〉
を
重
視
し
す
ぎ
た
た
め
、
簡
文
の
文
字
を
改
め
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

季
氏
と
顧
氏
と
の
見
解
は
、
膜
氏
が
簡
文
の
〈
勿
〉
字
を
伝
世

文
献
に
よ
っ
て
改
め
る
こ
と
の
〈
妥
当
性
〉
に
異
義
を
唱
え
る
も

の
で
あ
る
。
中
で
も
季
氏
は
、
そ
の
論
述
に
お
い
て
、
伝
世
文
献

の
〈
五
至
〉
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
を
も
疑
問
視
す
る
。
一
方
、

顧
氏
は
、
液
氏
に
対
し
て
異
義
を
唱
え
る
ほ
か
、
〈
喜
新
〉
（
訳
者

注
：
出
土
文
献
と
い
う
新
資
料
を
積
極
的
に
用
い
る
こ
と
）
の
方
法
は
、

「
民
之
父
母
」
の
〈
勿
〉
字
の
解
釈
に
お
い
て
合
理
的
で
は
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
出
土
文
献
を
用
い
る
時
は
、
〈
喜
新
〉
だ
け

で
は
な
く
、
〈
守
旧
〉
（
訳
者
注
…
従
来
の
伝
世
文
献
を
解
釈
の
拠
り
ど

こ
ろ
に
す
る
こ
と
）
に
も
留
意
す
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
〈
喜
新
〉
は
、

伝
世
文
献
の
〈
文
字
〉
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
釈
の
方
向

(100) 



に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
〈
守
旧
〉
は
、
出
土
文

献
と
伝
世
文
献
と
を
扱
う
方
法
意
識
に
関
わ
り
、
ま
た
〈
解
釈
〉

と
も
関
係
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
一

歩
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
〈
解
釈
〉
と
は
、
い
か
な
る
〈
テ
ク
ス
ト
〉

に
対
し
て
も
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
〈
解
釈
〉
を
通
し
て
初

め
て
テ
ク
ス
ト
の
〈
意
味
〉
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、
〈
解
釈
〉

に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
二
段
階
に
及
ぶ
問
題
を
明
ら

か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
〈
テ
ク
ス
ト
〉
は
、
一
種
の
〈
言
語

性
〉
を
帯
び
た
材
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
、
文

法
や
語
意
と
い
っ
た
言
語
的
技
術
に
関
す
る
規
範
の
確
立
と
関
係

し
て
く
る
。
こ
の
〈
言
語
性
〉
と
い
う
点
が
第
一
段
階
の
問
題
で

あ
る
。
ま
た
、
〈
解
釈
〉
は
必
然
的
に
〈
内
容
〉
を
伴
う
た
め
、
そ

の
〈
意
味
〉
を
把
握
す
る
こ
と
が
解
釈
の
目
的
と
な
る
。
こ
れ
が

第
二
段
階
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
段
階
の
問
題
点
は
、
誰
の
目
に

見
て
も
同
じ
〈
言
語
性
〉
に
対
し
て
論
者
が
〈
客
観
的
〉
に
考
え

る
も
の
で
あ
り
、
第
二
段
階
の
問
題
点
は
、
〈
意
味
〉
の
理
解
に
対

し
て
論
者
に
〈
主
観
的
な
思
惑
〉
の
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
（
注
7
)
0

こ
の
よ
う
に
区
分
し
た
両
者
の
境
界
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
も
の

と
は
限
ら
な
い
が
、
大
体
上
記
の
よ
う
に
区
別
で
き
よ
う
。
以
上

の
視
点
か
ら
見
る
と
、
膜
氏
の
考
釈
に
対
す
る
季
氏
と
顧
氏
の
異

論
は
、
実
は
第
一
段
階
の
問
題
に
集
中
し
た
議
論
で
あ
る
が
、
第

ま
ず
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
勿
〉
と
い
う
字
に
つ
い
て
は
、
季
氏

と
顧
氏
の
見
解
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
文
に
〈
勿
〉
字
が

書
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
〈
客
観
的
事
実
〉
で
あ
る
が
、

我
々
は
そ
れ
を
伝
世
文
献
に
基
づ
い
て
改
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
〈
比
較
的
よ
い
も
の
で
あ
る
〉
と
な
ぜ
言
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
多
く
の
釈
読
者
は
鄭
注
や
孔
疏
に
と
ら

わ
れ
、
結
局
は
〈
古
注
〉
の
見
解
を
反
復
す
る
に
と
ど
ま
る
の
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
〈
解
釈
〉
を
〈
文
献
〉
そ
の
も
の
に
戻

す
、
即
ち
、
伝
世
文
献
の
内
容
や
文
字
と
い
う
既
存
の
も
の
に
つ

い
て
は
暫
く
考
え
ず
、
簡
文
の
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と
す
る
こ
と
で

な
る
〈
物
、
志
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と
い
う
五
至
の
順
序
か
ら
解
釈

を
行
い
、
そ
こ
に
甑
甑
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
れ
ば
、
従
来

と
は
異
な
る
思
索
の
道
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と
し
て
か
ら
の
〈
解

釈
〉
は
、
意
味
上
の
矛
盾
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
儒
家
の
素
朴

な
性
格
が
際
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
季
氏
の
見

解
は
、
そ
の
点
を
明
確
に
示
し
て
い
よ
う
（
注
8
)
0

〈
物
至
〉
と
は
、
天
地
万
物
の
理
、
当
然
な
が
ら
人
民
の
欲

す
る
と
こ
ろ
を
も
含
め
て
完
全
に
理
解
し
、
〈
志
〉
（
…
…
）

二
段
階
の
意
味
理
解
と
い
う
問
題
に
も
影
響
す
る
も
の
と
思
わ
れ

る。
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も
同
時
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
指
す
。
天
地
万
物
の

理
、
及
び
人
民
の
好
悪
の
情
を
完
全
に
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ

が
〈
志
至
〉
で
あ
る
…
…
。
天
地
万
物
の
理
及
び
人
民
の
好

悪
の
情
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
政
策
や
規

定
を
制
定
し
て
人
民
を
正
し
い
方
向
へ
導
き
、
人
民
を
吉
に

向
か
わ
せ
、
凶
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
各
々
の
生
を

全
う
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
〈
礼
至
〉
で
あ
る
。

礼
は
外
在
的
な
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
を
楽
で
調
和
し
て
初
め

て
恭
敬
和
楽
の
状
態
と
な
り
う
る
…
…
こ
れ
が
〈
楽
至
〉
で

あ
る
。
音
楽
は
、
人
民
の
最
も
直
接
的
な
情
感
を
伝
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
人
民
に
苦
労
が
多
く
楽
し
み

が
少
な
い
と
、
こ
れ
に
よ
り
彼
ら
の
心
中
の
哀
痛
を
理
解
す

る
…
…
こ
れ
が
〈
哀
至
〉
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
の
季
氏
の
説
は
、
説
明
上
大
き
な
矛
盾
も
な
く
注
目

す
る
に
足
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
試
み
に
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と

す
る
季
氏
の
見
解
に
基
づ
き
、
更
に
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
見
え
る

関
連
箇
所
を
通
じ
て
、
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と
解
釈
す
る
こ
と
の
合
理

性
を
検
討
し
た
い
。
勿
論
、
本
稿
の
考
察
は
、
季
氏
の
そ
れ
と
や

や
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と
解
釈
す
る
こ
と

に
は
何
ら
影
響
し
な
い
。
今
本
『
礼
記
』
楽
記
篇
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
（
注
9
)
0

凡
音
之
起
，
由
人
心
生
也
。
人
心
之
動
，
物
使
之
然
也
，
感

於
物
而
動
，
故
形
於
声
。
…
…
楽
者
，
音
之
所
由
生
也
，
其

本
在
人
心
之
感
於
物
也
。
是
故
其
哀
心
感
者
，
其
声
礁
以
殺

；
其
楽
心
感
者
，
其
声
暉
以
緩
；
其
喜
心
感
者
，
其
声
発
以

散
；
其
怒
心
感
者
，
其
声
粗
以
廣
；
其
敬
心
感
者
，
其
声
以

廉
；
其
愛
心
感
者
，
其
声
和
以
柔
。
六
者
非
性
也
，
感
於
物

而
后
動
。

こ
の
段
で
楽
記
篇
が
指
摘
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

人
の
〈
心
〉
は
〈
物
〉
に
感
じ
て
〈
動
〉
き
、
音
声
を
発
す
る
。

ま
た
、
心
に
は
〈
哀
心
〉
〈
楽
心
〉
〈
喜
心
〉
〈
怒
心
〉
〈
敬
心
〉
〈
愛

心
〉
と
い
っ
た
変
化
が
あ
る
た
め
、
発
せ
ら
れ
る
声
に
は
自
ず
と

区
別
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
王
は
慎
重
に
人
民
の
〈
感
〉
じ
る
と

こ
ろ
と
向
か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
に
よ
る
〈
声
音
〉

の
表
現
は
、
ま
さ
し
く
〈
政
治
〉
に
通
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

故
に
、
楽
記
篇
に
は
続
け
て
、
「
故
に
礼
以
て
其
の
志
を
道
き
、
楽

以
て
其
の
声
を
和
し
、
政
以
て
其
の
行
い
を
一
に
し
、
刑
以
て
其

の
姦
を
防
ぐ
。
礼
、
楽
、
政
、
刑
、
其
の
極
は
一
な
り
。
民
心
を

同
じ
く
し
て
、
治
道
を
出
す
所
以
な
り
。
」
と
あ
る
（
注
lo)°

労
思
光

氏
は
、
こ
の
記
述
か
ら
窺
え
る
思
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え

る
。
即
ち
そ
れ
は
、
〈
道
徳
が
情
緒
を
制
御
す
る
こ
と
〉
を
起
点
と
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し
、
そ
こ
か
ら
規
範
が
あ
り
（
同
民
心
）
、
秩
序
の
あ
る
（
出
治
道
）

世
界
を
実
現
す
る
た
め
の
文
化
活
動
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
と

（注
Il)°

こ
れ
は
非
常
に
精
確
な
見
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
儒
家

が
理
想
と
す
る
〈
世
界
〉
と
は
、
〈
道
徳
的
価
値
〉
が
浸
透
し
、
そ

れ
に
よ
る
感
化
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
し
、
為
政
者
（
民
之
父
母
）

の
最
も
重
要
な
任
務
は
、
そ
う
し
た
世
界
を
人
民
の
た
め
に
造
営

す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
民
之
父
母
」
の
内
容
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
〈
世
界
〉
の
構
築
が
民
の
父
母
の
天
職
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
民
之
父
母
」
に
は
「
民

□
父
母
虚
，
必
達
於
豊
楽
之
芭
，
以
至
『
五
至
』
以
行
『
三
亡
』
'

以
皇
干
天
下
。
四
方
又
散
，
必
先
醤
之
」
と
あ
る
（
注
12)°

こ
の
中

の
〈
芭
〉
と
い
う
字
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
そ
の
意
味
が

〈
原
〉
に
近
い
と
い
う
点
は
一
致
す
る
（
注
13)°

つ
ま
り
こ
の
簡
文

は
、
「
礼
楽
の
原
に
達
す
る
」
こ
と
が
、
「
民
之
父
母
」
の
要
件
や

目
標
と
な
る
こ
と
で
、
〈
五
至
〉
と
〈
三
無
〉
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
楽
記

篇
は
、
〈
礼
楽
〉
を
為
政
者
の
要
務
と
す
る
点
で
「
民
之
父
母
」
と

符
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
楽
記

篇
に
お
い
て
〈
物
至
〉
の
概
念
が
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
し
か

も
そ
れ
が
〈
礼
楽
〉
と
関
わ
り
な
が
ら
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
五
至
〉
の
理
解

を
補
う
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
楽
記
篇
に
は
、
次
の
よ
う

人
生
而
静
，
天
之
性
也
。
感
於
物
而
動
，
性
之
欲
也
。
物
至

知
知
，
然
後
好
悪
形
焉
。
好
悪
無
節
於
内
，
知
誘
於
外
，
不

能
反
射
，
天
理
滅
芙
。
夫
物
之
感
人
無
窮
，
而
人
之
好
悪
無

節
，
則
是
物
至
而
人
化
物
也
。
人
化
物
也
者
，
滅
天
理
而
窮

人
欲
者
也
。
於
是
有
悸
逆
詐
偽
之
心
，
有
淫
決
作
乱
之
事
。

是
故
強
者
脅
弱
，
衆
者
暴
寡
，
知
者
詐
愚
，
勇
者
苦
怯
，
疾

病
不
養
，
老
幼
孤
独
不
得
其
所
。
此
大
乱
之
道
也
。
是
故
先

王
之
制
礼
楽
，
人
為
之
節
。
衰
麻
哭
泣
，
所
以
節
喪
紀
也
。

鐘
鼓
干
戚
，
所
以
和
安
楽
也
。
昏
姻
冠
等
，
所
以
別
男
女
也
。

射
郷
食
閥
，
所
以
正
交
接
也
。
礼
節
民
心
，
楽
合
民
声
，
政

以
行
之
，
刑
以
防
之
。
礼
、
楽
、
刑
、
政
，
四
達
而
不
倖
，

則
王
道
備
突
。

楽
記
篇
の
こ
の
記
述
は
、
〈
礼
楽
〉
が
発
生
す
る
原
因
を
述
べ
た

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
人
が
〈
物
〉
に
感
じ
る
こ
と
で

生
じ
た
〈
好
悪
〉
の
〈
心
〉
或
い
は
〈
情
〉
に
焦
点
を
当
て
て
い

る
。
つ
ま
り
〈
礼
楽
〉
の
発
生
は
、
外
物
が
接
し
て
（
訳
者
注
…
〈
物

至
〉
）
、
人
の
心
に
好
悪
の
情
が
生
じ
、
そ
の
節
度
が
な
く
な
る
と

人
は
物
に
同
化
さ
れ
て
し
ま
う
（
訳
者
注
…
〈
人
化
物
〉
）
と
い
う
危

機
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
る
の
で
あ
る
。
孫
希
旦
は
、

に
あ
る
（
注
1
4
)
0
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「
私
が
思
う
に
、
上
文
は
、
先
王
に
よ
る
礼
楽
の
制
定
が
、
人
を

教
え
て
好
悪
の
情
を
安
定
さ
せ
、
人
道
の
正
し
き
に
返
す
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
節
は
、
人
の
好
悪
は
性
に
も
と
づ
き
、

情
に
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
人
の
好
悪
の
欠
点
は
、
大
乱
の
起
こ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
れ
が
、
礼
楽
が
制
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
」

と
述
べ
る
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
言
葉
通
り
で
あ
る
（
注

1
5
)
0

以
上
の
よ
う
に
、
楽
記
篇
は
〈
物
至
〉
に
注
目
し
、
人
は
〈
物
〉

に
感
じ
た
後
、
制
御
の
困
難
な
好
悪
の
情
に
動
か
さ
れ
て
弊
害
を

多
発
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
〈
礼
楽
〉
が
発
生
す
る
と
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
、
楽
記
篇
で
は
、
〈
物
至
〉
が
〈
好
悪
〉
の
情
や

〈
礼
楽
〉
と
関
わ
り
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
「
民
之
父
母
」
を
考
え
る
と
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
五
至
〉
は

次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
簡
文
に
は
、
〈
物
至
〉
の
後

に
〈
志
〉
が
〈
至
〉
る
と
あ
る
。
〈
志
〉
は
、
古
義
に
従
え
ば
〈
心

の
之
く
所
〉
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
心
の
之
く
所
〉
を
、
孟
子
の
よ

う
に
〈
道
徳
の
主
体
性
〉
に
限
ら
な
け
れ
ば
、
こ
う
も
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
、
人
が
〈
物
〉
に
感
じ
る
と
、
〈
心
〉
に
は
好
悪
の
情
が

生
じ
る
の
だ
か
ら
、
〈
心
〉
は
〈
好
〉
と
〈
悪
〉
と
の
ど
ち
ら
に
も

向
か
う
も
の
と
な
る
。
な
ら
ば
、
〈
志
〉
も
〈
心
〉
と
同
様
、
〈
道

徳
の
主
体
性
〉
と
い
う
〈
好
〉
の
方
向
の
み
な
ら
ず
、
〈
悪
〉
の
方

向
に
も
向
か
う
。
そ
し
て
〈
志
〉
が
〈
好
〉
に
も
〈
悪
〉
に
も
向

か
う
と
す
れ
ば
、
「
物
之
所
至
者
，
志
亦
至
焉
」
は
次
の
よ
う
に
解

釈
で
き
る
。
即
ち
、
〈
民
の
父
母
〉
（
為
政
者
）
は
、
人
民
が
〈
物
〉

に
直
面
し
て
心
に
好
悪
の
情
を
生
じ
、
そ
れ
が
極
ま
っ
た
状
態
、

つ
ま
り
〈
志
至
〉
に
な
る
と
、
自
ら
を
制
御
で
き
ず
に
災
難
を
も

た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
次

の
「
志
之
所
至
者
，
礼
亦
至
焉
」
は
、
上
の
〈
志
至
〉
と
い
う
状

況
を
受
け
た
為
政
者
は
、
〈
礼
〉
に
よ
っ
て
そ
れ
を
治
め
、
人
民
の

行
い
と
感
情
と
を
正
し
く
導
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
〈
礼
〉

と
は
主
に
異
を
分
か
ち
、
人
倫
や
地
位
の
差
異
を
区
分
し
、
条
理

の
明
ら
か
な
る
こ
と
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
秩
序
あ

る
社
会
の
基
盤
と
な
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
最
善
を
尽
く
し
た
状

態
と
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
〈
合
同
〉
を
そ
の
要
と
す
る
〈
楽
〉

が
、
秩
序
あ
る
世
界
に
お
い
て
〈
協
調
〉
と
い
う
役
割
を
担
う
こ

と
と
な
る
。
〈
楽
〉
で
人
民
の
〈
好
悪
〉
の
感
情
を
調
和
し
、
「
上

下
和
」
（
楽
記
篇
）
す
る
こ
と
は
、
貴
賎
の
別
の
中
に
、
〈
調
和
〉

を
も
た
ら
す
最
良
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
礼
之
所
至
者
，
楽

亦
至
焉
」
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
楽
之
所
至
者
，
哀
亦
至
焉
」

は
難
解
に
見
え
る
が
、
〈
楽
〉
（
ガ
ク
）
と
読
ん
で
、
そ
れ
を
〈
哀

心
〉
〈
楽
心
〉
〈
喜
心
〉
〈
怒
心
〉
〈
敬
心
〉
〈
愛
心
〉
と
い
う
六
種

類
の
情
緒
を
表
現
す
る
〈
仲
介
〉
と
考
え
れ
ば
、
「
民
之
父
母
」
の

文
意
は
理
解
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
楽
〉
（
ガ
ク
）
が
人
民
の
情

緒
を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
以
上
、
為
政
者
は
そ
れ
を
通
じ
て
人
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民
の
哀
痛
を
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
民
の

苦
難
を
理
解
し
、
自
ら
を
正
し
、
人
民
と
の
接
し
方
に
も
修
正
を

加
え
て
ゆ
く
為
政
者
こ
そ
が
〈
民
之
父
母
〉
な
の
で
あ
る
。
以
上
、

楽
記
篇
の
記
述
を
参
考
に
し
つ
つ
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
五
至
〉
に

つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と

解
釈
す
る
こ
と
は
、
文
意
の
理
解
に
お
い
て
も
合
理
的
な
も
の
だ

と
言
え
る
。

ま
た
、
楽
記
篇
に
よ
る
「
民
之
父
母
」
の
解
釈
は
、
文
意
の
理

解
の
み
な
ら
ず
、
形
式
面
で
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
民
之
父
母
」
と
は
、
孔
子
が
子
夏
の
質
問
に
答
え
る
も
の
で
あ

り
、
〈
楽
〉
を
含
む
〈
五
至
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
の
楽
記
篇
は
、
も
と
十
一
篇
で
あ
っ
た
も
の
が
一
篇
に
な
っ

た
も
の
で
あ
り
（
翡
）
、
そ
の
十
一
篇
中
に
は
、
魏
文
侯
が
〈
古
楽
〉

〈
新
楽
〉
を
子
夏
に
問
う
記
述
が
見
え
る
。
そ
の
中
で
子
夏
は
、

〈
音
〉
と
〈
楽
〉
と
を
峻
別
す
る
際
、
〈
楽
〉
が
秩
序
あ
る
世
界
に

も
た
ら
す
作
用
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
民
之
父

母
」
と
楽
記
篇
と
は
、
〈
楽
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
形
式
を
持

つ
点
で
共
通
し
て
い
る
。
楽
記
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（
注
ど
。

子
夏
対
日
：
「
：
・
：
・
今
君
之
所
問
者
楽
也
，
所
好
者
音
也
。
夫

楽
者
，
与
音
相
近
而
不
同
。
」
文
侯
日
：
「
敢
問
何
如
？
」
子

夏
対
日
：
「
夫
古
者
天
地
順
而
四
時
当
，
民
有
徳
而
五
穀
昌
，

疾
痰
不
作
而
無
妖
祥
，
此
之
謂
大
当
。
然
後
聖
人
作
為
父
子

君
臣
以
為
紀
綱
，
紀
綱
既
正
，
天
下
大
定
，
天
下
大
定
，
然

後
正
六
律
，
和
五
声
，
弦
歌
詩
、
頌
。
此
之
謂
徳
音
，
徳
音

之
謂
楽
°
:
・
…
今
君
之
所
好
者
，
其
溺
音
乎
！
」

は
、
〈
楽
〉
が
そ
の
作
用
を
発
揮
す
る
の
は
、
「
紀
綱
既
に
正

し
く
し
て
、
天
下
大
い
に
定
ま
」
っ
た
後
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
が

つ
ま
り
「
礼
之
所
至
者
，
楽
亦
至
焉
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

上
記
に
続
く
魏
文
侯
と
子
夏
と
の
対
話
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
簡

文
に
呼
応
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
注
1
8
)
0

文
侯
日
：
「
敢
問
溺
者
何
従
出
也
？
」
子
夏
対
日
：
「
鄭
音
好

濫
淫
志
，
宋
音
燕
女
溺
志
，
衛
音
趨
数
煩
志
，
斉
音
敷
辟
喬

志
，
此
四
者
，
皆
淫
於
色
而
害
於
徳
，
是
以
祭
祀
弗
用
也
。

詩
云
：
『
粛
薙
和
鳴
，
先
祖
是
聴
。
』
夫
粛
粛
，
敬
也
。
薙
薙
，

和
也
。
夫
敬
以
和
，
何
事
不
行
？
」

こ
こ
で
頻
繁
に
現
れ
る
、
〈
志
〉
と
〈
淫
〉
〈
溺
〉
〈
煩
〉
〈
喬
〉
と

い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
つ
語
と
の
連
結
は
、
子
夏
に
〈
溺
音
〉

と
さ
え
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
が
〈
物
〉
に
感
じ
て

動
い
た
後
に
〈
音
〉
が
生
じ
る
と
、
そ
の
〈
音
〉
の
表
現
は
、
〈
志
〉

の
特
別
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(105) 



よ
っ
て
、
こ
の
時
の
〈
志
〉
の
発
動
も
、
「
民
之
父
母
」
に
言
う
「
物

之
所
至
者
，
志
亦
至
焉
」
と
同
様
な
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
楽
記
篇
に
お
け
る
子
夏
の
見
解
は
、
子
夏
が
〈
五

至
〉
の
道
理
を
会
得
す
る
こ
と
を
述
べ
た
「
民
之
父
母
」
の
内
容

と
、
相
通
じ
る
も
の
だ
と
わ
か
る
。
二
篇
に
お
け
る
〈
子
夏
〉
が

読
み
手
に
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
に
矛
盾
は
な
い
。
以
上
の
説
明
に
よ

れ
ば
、
「
民
之
父
母
」
の
〈
子
夏
〉
は
、
孔
子
が
述
べ
る
〈
五
至
〉

の
道
理
を
十
分
に
会
得
し
、
そ
れ
を
〈
魏
文
侯
〉
に
告
げ
、
〈
民
の

父
母
〉
と
し
て
相
応
し
い
人
物
に
な
る
よ
う
勉
励
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
楽
記
篇
と
「
民
之
父
母
」
は
、
共
に

〈
楽
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
形
式
を
持
つ
。
そ
し
て
、
子
夏
が
〈
五

至
〉
を
孔
子
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
魏
文
侯
に
教
え
た
と
い
う
状
況

設
定
が
こ
の
二
篇
か
ら
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関
連
性

は
疑
い
の
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、

簡
文
の
〈
勿
〉
字
は
〈
物
〉
字
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
は
、
お
お
よ
そ
言
語
性
の
理
解
が
意
味
の
理
解
に

ま
で
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

〈
物
、
志
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と
い
う
順
序
に
つ
い
て
、
楽
記
篇
の

記
述
も
手
が
か
り
に
す
る
と
、
〈
志
、
詩
、
礼
、
楽
、
哀
〉
の
解
釈

と
の
間
に
大
き
な
相
違
が
生
じ
る
と
考
え
た
（
注
19)
。
つ
ま
り
、
こ

れ
が
前
述
し
た
、
第
一
段
階
の
問
題
、
即
ち
こ
こ
で
は
、
簡
文
に

書
か
れ
た
〈
勿
〉
字
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
言
語
性
の
問
題

が
、
第
二
段
階
の
問
題
、
即
ち
こ
こ
で
は
〈
五
至
〉
の
解
釈
と
い

う
意
味
の
理
解
に
ま
で
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の

点
を
明
ら
か
に
し
た
今
、
次
は
二
つ
の
〈
五
至
〉
に
つ
い
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
両
者
に
対
す
る
解
釈

の
相
違
に
即
し
、
そ
の
こ
と
が
も
た
ら
す
研
究
の
方
法
意
識
の
問

題
に
つ
い
て
考
え
る
。

前
述
の
通
り
、
〈
勿
〉
を
〈
物
〉
と
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

解
釈
上
大
き
な
困
難
も
な
く
、
〈
言
語
〉
的
技
術
と
い
う
点
か
ら
言

っ
て
も
〈
妥
当
性
〉
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
す
る
と
問
題
と
な
る
の
は
、
〈
文
献
の
伝
世
〉
と
い
う
点
で
あ

る
。
『
礼
記
』
孔
子
間
居
篇
に
せ
よ
、
『
孔
子
家
語
』
論
礼
篇
に
せ

よ
、
両
者
の
記
載
に
見
え
る
の
は
、
〈
志
、
詩
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と

い
う
配
列
方
式
で
あ
り
、
「
民
之
父
母
」
の
簡
文
と
比
べ
る
と
、
共

通
部
分
が
あ
り
な
が
ら
も
や
は
り
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

〈
志
〉
か
ら
始
ま
る
配
列
は
、
そ
の
後
の
鄭
注
や
孔
疏
に
も
見
え

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
近
で
は
、
寵
撲
氏
も
〈
民
之
父
母
〉
の
〈
五

至
〉
を
〈
志
、
詩
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と
解
し
て
い
る
。
氏
の
解
釈

は
『
孟
子
』
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
文
意
の
流
れ
と
し

て
は
、
こ
れ
ら
の
語
彙
に
よ
る
配
列
で
も
貰
し
た
意
味
を
な
す
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（注
20)
。
こ
の
よ
う
に
、
〈
言
語
性
〉
の
技
術
に
お
い
て
は
、
〈
志
、

詩
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と
〈
物
、
志
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と
の
両
方
が

理
解
可
能
と
な
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
結
果
を
受
け
て
、
研
究
者

は
ど
の
よ
う
な
態
度
の
選
択
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
を

選
択
す
る
か
、
両
者
を
並
存
さ
せ
る
か
と
い
う
選
択
は
、
解
釈
を

行
う
意
識
の
問
題
に
ま
で
及
び
、
出
土
文
献
研
究
に
も
影
響
し
よ

う
。
そ
こ
で
以
下
、
試
み
に
こ
の
点
を
整
理
し
て
み
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
は
具
体
的
な
内
容
の
解
釈
や
評
価
に
は
触
れ
ず
、
方
法
意

識
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
も
し
上
述
し
た
よ
う
な
見
解
の
中
か
ら
、
ど
ち
ら
か
一

方
を
〈
正
確
〉
な
も
の
と
し
て
選
択
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
後
に

は
、
こ
う
し
た
選
択
を
支
持
す
る
〈
客
観
的
〉
な
イ
メ
ー
ジ
が
念

頭
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
〈
テ
ク
ス
ト
〉
の
〈
発
生
〉

は
、
確
か
に
〈
絶
対
〉
的
な
〈
客
観
性
〉
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
〈
文

献
〉
の
伝
世
に
お
い
て
は
、
当
然
原
初
的
な
〈
テ
ク
ス
ト
〉
が
存

在
し
、
そ
の
〈
テ
ク
ス
ト
〉
の
内
容
が
最
も
古
い
も
の
と
な
る
。

研
究
者
が
こ
の
点
に
焦
点
を
当
て
て
研
究
を
行
お
う
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
研
究
の
傾
向
は
、
〈
原
義
〉
〈
原
初
形
態
〉
を
重
要
視
す

る
も
の
と
な
る
五
21)°

こ
の
こ
と
は
、
学
術
上
重
要
な
基
礎
で
も

あ
っ
た
た
め
、
古
来
よ
り
研
究
者
達
は
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
よ

う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
要
す
る
規
範
的
な
原
則
を
作

り
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
議
論
も
頻
繁
に
行
わ
れ

て
き
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
「
民
之
父
母
」
と
伝
世
文
献
と
を
対
照

さ
せ
た
場
合
に
も
言
え
る
。
「
民
之
父
母
」
の
成
立
は
、
『
礼
記
』

『
孔
子
家
語
』
以
前
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
漢
人
が
典
籍
を
整

理
す
る
際
、
「
民
之
父
母
」
よ
り
も
更
に
古
い
〈
テ
ク
ス
ト
〉
を
目

賭
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
整
理
者
は

「
民
之
父
母
」
よ
り
も
更
に
古
い
〈
テ
ク
ス
ト
〉
に
よ
っ
て
、
「
民

之
父
母
」
の
〈
勿
〉
を
〈
志
〉
に
改
め
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

顧
史
考
氏
が
飽
則
岳
氏
に
古
代
文
献
の
整
理
の
原
則
に
つ
い
て
問

題
を
投
げ
か
け
た
よ
う
に
、
伝
世
文
献
の
権
威
は
、
出
土
文
献
に

よ
っ
て
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
（
翡
）
。
私
に
は
こ

の
問
題
を
解
決
す
る
良
策
は
な
い
。
し
か
し
、
僅
か
な
が
ら
提
示

で
き
る
考
え
は
、
〈
原
初
的
客
観
性
〉
と
い
う
点
、
即
ち
、
最
も
原

初
的
な
状
態
が
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
も
存
在
す
る
こ
と
、
自
分
が
見

る
資
料
を
原
初
的
な
も
の
だ
と
即
決
せ
ず
、
よ
り
原
初
的
な
も
の

が
存
在
す
る
と
い
う
可
能
性
を
常
に
念
頭
に
置
く
こ
と
、
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
こ
の
こ
と
を
完
全
に
把
握
し
て
い
る
と
絶
対
の

自
信
を
持
っ
て
主
張
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
れ
が
で
き
な
け

れ
ば
、
我
々
が
進
め
て
い
る
、
テ
ク
ス
ト
の
原
初
形
態
に
遡
及
す

る
と
い
う
研
究
は
、
一
体
ど
の
レ
ベ
ル
の
学
術
活
動
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
か
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
〈
原
初
的
客
観
性
〉

に
改
め
て
取
り
組
む
こ
と
は
、
極
め
て
偶
然
性
に
満
ち
た
も
の
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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実
際
、
〈
歴
史
〉
の
発
生
は
、
〈
時
間
〉
の
中
に
置
か
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
〈
歴
史
〉
が
発
生
し
た
と
い
う
〈
事
実
〉
も
、
確

か
に
〈
原
初
的
客
観
性
〉
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時

が
経
つ
と
、
い
か
な
る
〈
テ
ク
ス
ト
〉
も
〈
解
釈
〉
の
対
象
と
な

り
、
解
釈
者
の
理
解
に
よ
っ
て
異
な
る
〈
意
味
〉
を
持
ち
、
テ
ク

ス
ト
本
来
の
姿
が
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
〈
原
初
的

客
観
性
〉
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
既
に
〈
時
間
〉
が
経

っ
た
〈
テ
ク
ス
ト
〉
に
対
し
、
あ
る
種
の
〈
理
想
〉
を
追
求
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
現
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

我
々
は
確
信
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
〈
文
字
の
解

釈
〉
に
望
み
を
託
し
、
原
初
的
な
テ
ク
ス
ト
を
見
極
め
よ
う
と
す

る
の
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
文
字
に
異
同
が
あ
る
と
、
ど
ち
ら
が
〈
原

初
的
客
観
性
〉
に
近
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
我
々
は
、

い
わ
ゆ
る
〈
解
釈
学
的
規
準
〉
に
符
合
す
る
テ
ク
ス
ト
が
（
注
2
3
)
、

よ
り
原
初
的
な
性
格
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
前
節
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
〈
勿
〉
を
〈
物
〉

と
す
る
解
釈
は
、
結
局
〈
志
〉
と
す
る
解
釈
と
共
通
部
分
が
あ
り

な
が
ら
相
違
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
二
つ
の
解
釈
の
優
劣
は
に
わ

か
に
判
断
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
よ
う
に
優
劣
の
判
断

が
難
し
い
文
字
を
含
む
二
種
類
の
テ
ク
ス
ト
の
優
劣
も
判
断
で
き

な
く
な
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
難
題
が
生
じ
る
の
は
、
〈
原
初
的
客
観
性
〉
が
理
想
的

な
状
況
に
お
い
て
こ
そ
、
合
理
的
な
も
の
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

だ
が
、
合
理
的
な
〈
原
初
的
客
観
性
〉
を
追
求
し
、
テ
ク
ス
ト
本

来
の
姿
に
戻
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
苦
し
い
立
場
の
も
と
、
研
究
者
は
二
種
類
の
テ
ク
ス
ト

が
並
存
す
る
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
（
実
際
既
に

そ
う
で
あ
る
が
）
。
更
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
優
劣
を
分
け
る
こ
と

な
く
届
24)
、
ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
対
し
て
も
そ
の
〈
妥
当

性
〉
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
分
化
が
な
ぜ
生

じ
た
の
か
を
考
え
、
そ
の
現
象
が
意
味
す
る
学
術
史
的
意
義
、
即

ち
二
種
類
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
意
義
を
思
索
す
る
ほ
か
な
い
。

こ
れ
は
、
更
な
る
考
察
に
十
分
値
す
る
論
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
二
種
類
の
テ
ク
ス
ト
の
存
在
意
義
を
そ
れ
ぞ
れ
問
う
と
い
う

そ
の
選
択
は
、
解
釈
学
の
発
展
史
に
お
け
る
主
張
と
も
関
連
す
る

か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
〈
テ
ク
ス
ト
〉
の
解
読
の
過
程
で
〈
異

な
る
〉
意
味
が
付
与
さ
れ
る
の
は
、
〈
解
釈
〉
時
に
お
い
て
よ
く
見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
（
翡
）
、
中
で
も
重
要
な
の
は
解
釈
者
の
立

場
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
か
つ
て
次
の
こ
と
に
注
目
し
た
。
即

ち
、
〈
言
説
編
制
〉
下
に
あ
る
多
く
の
〈
声
明
〉
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
を
〈
文
章
〉
や
〈
命
題
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
声
明
〉
の
〈
立

場
〉
と
し
て
見
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
王
徳
威

は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
（
翡
）

0
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我
々
が
、
あ
る
書
物
、
学
説
、
或
い
は
典
章
制
度
を
〈
声
明
〉

と
し
て
検
討
す
る
際
に
問
う
べ
き
な
の
は
、
〈
作
者
〉
が
誰
で
、

ど
の
よ
う
な
事
情
を
論
じ
た
か
、
或
い
は
論
じ
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
作
者
が
置
か
れ
て
い
る
立
場

や
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
（
或
い
は
数
人

の
人
物
）
が
〈
声
明
主
体
〉
の
立
場
に
立
ち
、
そ
の
〈
作
品
〉

の
主
人
と
な
っ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
視
点
に
立
っ
た
時
に
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
問
題
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
「
民
之
父
母
」
の
作
者
と
伝
世
文
献
の
作
者
（
二
者

は
伝
写
の
役
割
を
担
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
意
図
的

に
〈
勿
〉
或
い
は
〈
志
〉
と
い
っ
た
異
な
る
解
釈
を
選
択
す
る
こ

と
で
、
彼
ら
は
別
々
の
〈
作
者
〉
と
い
う
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と

と
な
る
。
）
は
、
な
ぜ
〈
勿
〉
や
〈
志
〉
を
選
択
し
、
異
な
る
〈
五

至
〉
の
順
序
を
作
っ
た
の
か
、
彼
ら
の
〈
意
味
〉
す
る
と
こ
ろ
は

一
体
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
は
、
両
者
に
対

し
て
〈
優
劣
〉
の
評
価
を
出
す
術
を
依
然
と
し
て
持
た
な
い
。
我

々
に
で
き
る
の
は
、
異
な
る
〈
文
字
〉
の
解
読
に
は
、
〈
異
な
る
〉

意
味
の
形
成
に
お
い
て
基
盤
と
な
る
独
自
の
世
界
が
存
在
す
る
点

に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
独

自
の
世
界
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
よ
う
な

小
論
が
担
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

民
国
初
期
の
王
国
維
は
、
か
つ
て
〈
古
代
史
〉
研
究
の
難
解
さ

を
嘆
き
、
古
代
史
研
究
に
お
け
る
〈
二
重
証
拠
法
〉
の
重
要
性
を

述
べ
た
（
注
2
7
)
。
そ
の
言
葉
通
り
、
現
在
は
出
土
文
献
に
よ
っ
て
、

従
来
未
解
決
と
な
っ
て
い
た
多
く
の
問
題
が
解
決
さ
れ
て
お
り
、

古
代
研
究
に
お
け
る
そ
の
成
果
は
極
め
て
高
い
。
し
か
し
、
こ
の

〈
二
重
証
拠
〉
と
い
う
発
想
は
、
あ
る
一
定
の
効
力
を
持
ち
な
が

ら
、
や
は
り
一
種
の
〈
理
想
〉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
「
民
之
父
母
」
と
伝
世
文
献
と
の
対
照
も
そ

の
一
例
で
あ
る
。
出
土
文
献
と
伝
世
文
献
と
の
校
合
を
行
っ
た
結

果
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
依
然
と
し
て
多
く
の
疑
問

を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
出
土
資
料
に
よ
る
新
た

な
研
究
手
法
に
直
面
し
て
い
る
現
在
、
我
々
は
テ
ク
ス
ト
の
内
容

に
つ
い
て
実
質
的
な
研
究
に
取
り
組
む
ほ
か
、
解
釈
の
方
法
、
規

範
の
分
限
と
目
的
に
対
し
て
、
同
等
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
ろ

ろ
ノ

四
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(
1
)

馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
（
上
海
古
籍

出
版
社
、
二

O
O
二
年
）
、
頁
一
五
八

I
一
六
一
。

(
2
)
液
茅
左
氏
は
、
〈
勿
〉
が
〈
志
〉
の
誤
写
で
は
な
い
か
と
す
る
が
、

〈
物
〉
と
読
ん
で
も
理
に
適
う
も
の
だ
と
す
る
。
ま
た
、
鄭
玄
注
に

よ
っ
て
〈
五
至
〉
を
解
釈
し
て
い
る
。
前
掲
書
頁
一
五
九
。

(
3
)
孫
希
旦
撰
、
沈
噛
簑
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
四
十

九
孔
子
間
居
第
二
十
九
（
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）
、
頁

―
二
七
五
。

(
4
)
季
旭
昇
主
編
『
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
》
読
本
』
（
台

北
、
万
巻
楼
図
書
股
扮
有
限
公
司
、
二

0
0
三
年
）
、
頁
七
°

(
5
)
季
旭
昇
主
編
『
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
》
読
本
』
、
頁

_
＼

`
o
 

(
6
)

顧
史
考
「
古
今
文
献
与
史
家
之
喜
新
守
旧
」
頁
五
。
中
央
研
究
院

中
国
文
哲
研
究
所
で
の
発
表
よ
り
。
二

0
0
四
年
二
月
二
十
八
日
に

行
わ
れ
た
「
経
典
文
化
的
形
成
」
第
五
回
読
書
会
に
て
。

(
7
)

筆
者
は
か
つ
て
、
拙
稿
「
疑
古
与
信
古
之
間
ー
以
古
代
中
国
思
想

的
研
究
為
例
」
（
未
刊
稿
）
に
お
い
て
、
類
似
す
る
意
味
の
理
解
は
、

文
字
の
訓
解
の
み
に
限
ら
ず
、
解
釈
す
る
者
を
主
体
と
す
る
立
場
の

問
題
に
ま
で
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
以
下
の
論
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
再
度
考
察
を
行
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。

注

(
8
)
季
旭
昇
主
編
『
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
》
読
本
』
、
頁

九。

(
9
)

孫
希
旦
撰
、
沈
喘
衰
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十

七
楽
記
第
十
九
之
一
、
頁
九
七
六

S
九
七
七
。

(10)

孫
希
旦
撰
、
沈
咽
衰
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十

七
楽
記
第
十
九
之
一
、
頁
九
七
七
。

(11)

労
思
光
氏
は
、
楽
記
篇
の
思
想
は
〈
道
徳
が
情
緒
を
制
御
す
る
こ

と
〉
を
も
っ
て
す
る
と
し
、
中
で
も
〈
道
徳
〉
が
政
治
生
活
の
規
範

を
包
括
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
更
に
氏
は
、
「
礼
、
楽
、
政
、
刑
が

そ
れ
ぞ
れ
四
種
の
文
化
活
動
を
な
す
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
は
異
な
る
〈
事

象
〉
を
そ
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
最
終
的
な
目
的
か
ら
見
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
文
化
活
動
は
、
ど
れ
も
あ
る
価
値
の
実
現
を
要
求
し
て
い

る
…
…
。
「
同
民
心
」
と
は
規
範
を
設
け
る
意
味
で
あ
り
、
「
出
治
道
」

と
は
秩
序
を
設
け
る
意
味
で
あ
り
、
ど
れ
も
実
現
し
よ
う
と
す
る
も

の
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
記
述
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
労
思
光
『
新

編
中
国
哲
学
史
（
二
）
』
第
一
章
漢
代
哲
学
（
台
北
、
三
民
書
局
、

一
九
九
六
年
）
、
頁
六
十
三
を
参
照
。

(12)

馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
、
頁
一
五
六
°

(13)

馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
、
頁
一
五
六
。

ま
た
参
考
と
し
て
、
季
旭
昇
主
編
『
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書

（
二
）
》
読
本
』
、
頁
五
一
六
。

(14)

孫
希
旦
撰
、
沈
喘
襄
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十
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七
楽
記
第
十
九
之
一
、
頁
九
八
四
＼
九
八
六
。

(15)

孫
希
旦
撰
、
沈
咽
衰
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十

七
楽
記
第
十
九
之
一
、
頁
九
八
五
°

(
1
6
)
孫
希
旦
撰
、
沈
噛
衰
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十

七
楽
記
第
十
九
之
一
、
頁
九
七
五
。
「
楽
」
を
論
じ
た
十
一
篇
を
集

め
て
一
篇
と
し
た
も
の
が
今
本
楽
記
篇
一
篇
で
あ
り
、
「
楽
本
」
、
「
楽

論
」
、
「
楽
施
」
、
「
楽
言
」
、
「
楽
礼
」
、
「
楽
情
」
、
「
楽
化
」
、
「
楽
象
」
、

「
賓
牟
買
」
、
「
師
乙
」
、
「
魏
文
侯
」
の
篇
が
あ
る
。

(
1
7
)
孫
希
旦
撰
、
沈
噛
簑
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十

八
楽
記
第
十
九
之
二
、
頁
一
〇
一
五

s
1
0
一
六
°

(
1
8
)
孫
希
旦
撰
、
沈
咽
衰
、
王
星
賢
点
校
『
礼
記
集
解
（
下
）
』
巻
三
十

八
楽
記
第
十
九
之
二
、
頁
一
〇
一
六

s
1
0
一七。

(
1
9
)
〈
物
、
志
、
礼
、
楽
、
哀
〉
を
、
「
楽
記
篇
」
の
角
度
か
ら
解
釈
す

る
と
、
そ
れ
は
、
〈
価
値
世
界
〉
と
〈
政
治
秩
序
〉
と
の
連
結
に
及
び
、

専
ら
〈
民
之
父
母
〉
（
為
政
者
）
の
政
治
と
い
う
意
味
に
な
る
。
〈
志
、

詩
、
礼
、
楽
、
哀
〉
と
い
う
順
序
で
あ
れ
ば
、
『
孟
子
』
の
思
想
に
よ

っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
は
、
〈
価
値
世

界
内
在
化
〉
と
い
う
、
政
治
と
い
っ
た
外
的
な
も
の
で
は
な
く
、
内

的
な
方
向
性
を
重
視
す
る
も
の
と
も
な
ろ
う
。
瀧
撲
氏
は
こ
の
点
を

主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
胤
氏
「
再
説
”
五
至
三
無
“
」

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
a
m
b
o
o
s
i
l
k
.
o
r
g
/
W
s
s
f
/
2
0
0
3
/
p
a
n
g
p
u
 
0
3
.
h
t
m
、

頁
一
）
を
参
照
。

(
2
0
)
同
上
。

(21)
張
鼎
国
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
〈
照
原
意
〉
或
は
〈
照
原
様
〉

の
理
解
は
、
古
典
解
釈
に
お
け
る
指
標
の
―
つ
だ
と
言
え
、
可
能
な

限
り
原
本
の
歴
史
的
背
景
や
作
者
の
心
意
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
テ
ク

ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
…
…
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を

持
つ
解
釈
学
の
理
論
で
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
得
た
結
果
が
、
あ
る
種

の
基
本
的
な
客
観
的
原
則
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
有
効
な
発
表

や
要
求
を
尊
重
し
、
更
に
解
釈
を
行
う
過
程
に
お
い
て
は
、
随
所
で

規
範
の
遵
守
と
判
断
基
準
の
確
立
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
一
般
的
に
解
釈
の
規
準
と
い
っ

た
方
面
に
及
ん
で
考
え
る
こ
と
を
主
と
す
る
。
」
張
鼎
国
「
「
較
好
地
」

還
是
「
不
同
地
」
理
解
？
従
詮
釈
学
論
争
看
経
典
註
疏
中
的
詮
釈
定

位
与
取
向
問
題
」
（
『
中
国
文
哲
研
究
通
訊
』
第
九
巻
第
三
期
、
一
九

九
九
年
）
、
頁
八
を
参
照
。

(
2
2
)
顧
史
考
「
古
今
文
献
与
史
家
之
喜
新
守
旧
」
、
頁
八
゜

(
2
3
)
〈
解
釈
学
的
規
準
〉
に
つ
い
て
は
、
イ
タ
リ
ア
の
E
m
i
l
i
o

B
e
t
t
i
が

詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
氏
は
、
留
意
す
べ
き
規
準
を
四
点
挙

げ
る
。
第
一
に
〈
自
主
性
〉

(
A
u
t
o
n
o
m
i
e
)
、
第
二
に
〈
整
身
体
性
〉

(
G
a
n
z
l
i
c
h
k
e
i
t
)
、
竿
空
二
に
〈
現
実
性
〉

(
A
k
t
u
a
l
i
t
a
t
)
、
第
四
に

〈
調
適
〉

(
A
n
p
a
s
s
u
n
g
)

或
い
は
〈
校
準
〉

(
A
b
s
t
i
m
m
u
n
g
)
。
張
鼎

国
「
「
較
好
地
」
還
是
「
不
同
地
」
理
解
？
・
従
詮
釈
学
論
争
看
経
典
註

疏
中
的
詮
釈
定
位
与
取
向
問
題
」
、
頁
九
一

1
九
二
を
参
照
。

(111) 



(24)

こ
れ
は
、
二

0
0
四
年
二
月
二
十
八
日
、
中
央
研
究
院
中
国
文
哲

所
で
行
わ
れ
た
「
経
典
文
化
的
形
成
」
第
五
回
読
書
会
に
お
け
る
周

鳳
五
氏
の
見
解
で
あ
る
。

(25)
張
鼎
国
「
「
較
好
地
」
還
是
「
不
同
地
」
理
解
？
従
詮
釈
学
論
争
看

経
典
註
疏
中
的
詮
釈
定
位
与
取
向
問
題
」
、
頁
九
七

S
1
0三。

(26)

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
著
、
王
徳
威
訳
『
知
識
的
考
掘
』
「
導
読
二

：
「
考
掘
学
」
与
「
宗
譜
学
」
」
（
台
北
、
麦
田
出
版
有
限
公
司
、
一
九

九
五
年
）
、
頁
四
七
。

(27)

王
国
維
『
古
史
新
証
』
（
顧
頷
剛
編
『
古
史
緋
』
第
一
冊
所
収
）
頁

二
六
四

S
二
六
五
を
参
照
。

今
回
の
翻
訳
に
あ
た
り
、
大
阪
大
学
大
学
院
の
干
永
梅
氏
に
助
言
を

い
た
だ
い
た
。
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

〔
付
記
〕

(112) 




